
大田市告示第１２４号 

 

大田市就学前教育・保育施設整備補助金交付要綱を次のように定める。 

 

令和５年８月２３日 

大田市長 楫 野 弘 和   

 

大田市就学前教育・保育施設整備補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 こどもを安心して育てることができる環境づくりを進めるため、

保育施設等における施設整備事業に対し、予算の範囲内で大田市就学前

教育・保育施設整備補助金（以下「補助金」という。）を交付すること

とし、その交付については、大田市補助金等交付規則（平成１７年大田

市規則第４５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要

綱の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において「就学前教育・保育施設」とは、次の表に定め

る施設をいう。 

区分 定義 

保育所 ・児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３９条第１

項に規定する保育所（同法第５６条の８に規定する公私

連携型保育所を含む。） 

・平成１０年４月９日児発第３０２号厚生省児童家庭局長

通知「保育所分園の設置運営について」に基づき設置す

る保育所分園 

認定こども

園 

・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の

推進に関する法律（平成１８年法律第７７号。以下「認

定こども園法」）という。）第２条第７項に規定する幼

保連携型認定こども園（認定こども園法第３４条に規定

する公私連携幼保連携型認定こども園を含む。） 

・認定こども園法第３条第１項に基づく認定を受けたもの

又は同条第３項の認定を受けたもの及び同条第１１項に



よる公示がなされたもの 

・認定こども園法第３条第１項に基づく認定を受けること

ができるもの又は同条第３項の認定を受けることができ

るもの及び同条第１１項による公示がなされ得るもの 

・平成２８年８月８日府子本第５５５号・２８文科初第６

８２号・雇児発０８０８第１号内閣府子ども・子育て本

部統括官・文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇

用均等・児童家庭局長通知「幼保連携型認定こども園に

おいて新たに分園を設置する場合の取扱いについて」に

基づき設置する幼保連携型認定こども園分園・保育所型

認定こども園分園・幼稚園型認定こども園分園 

小規模保育

事業所 

・児童福祉法第６条の３第１０項に規定する事業を行う事

業所 

（補助の対象事業） 

第３条 補助の対象事業は、就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱（

令和５年８月２２日子ども家庭庁発こ成事第４６６号子ども家庭庁長官

通知。以下「国交付要綱」という。）６に定める施設整備事業とする。 

（補助金の対象除外） 

第４条 次に掲げる費用は、補助金の対象経費としない。 

(１) 土地の買収又は整地に要する費用 

(２) 既存建物の買収（既存建物を買収することが建物を新築すること

より効率的であると認められる場合等における当該建物の買収を除く。

）に要する費用 

(３) 職員の宿舎に要する費用 

(４) 防音壁整備事業における、防音以外を目的とした整備に要する費

用 

(５) 防犯対策強化整備事業における、防犯対策強化以外を目的とした

整備に要する費用 

(６) その他施設整備として適当と認められない費用 

（補助金額の算定方法） 

第５条 補助金の額は、当該施設整備に係る国の負担割合分の額に市の負

担割合分の額を加えた額とし、国交付要綱８に定める交付金の算定方法

により算定する。ただし、算出された補助額に千円未満の端数が生じた



場合は、これを切り捨てるものとする。 

（計画協議書の提出） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が別に定める期限まで

に、市長に就学前教育・保育施設整備計画協議書（様式第１号）及び市

長が必要と認める書類を提出しなければならない。 

（補助金の交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者は、就学前教育・保育施設整備

補助金交付申請書（様式第２号）に、次に掲げる書類を添えて市長に提

出しなければならない。 

(１) 就学前教育・保育施設整備計画書（様式第３号） 

(２) 見積書（工事実施設計書） 

(３) 位置図・配置図（修理、改造、整備の場合は、既存建物との関係

を図面上で明示すること。） 

(４) 申請額算出内訳書 

(５) 収支予算書 

(６) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 

第８条 市長は、前条の申請があった場合において、その内容を審査し、

適当と認めたときは、就学前教育・保育施設整備補助金交付決定通知書

（様式第４号）により通知するものとする。この場合において、市長は、

国交付要綱１２に定める交付条件及びその他必要な交付条件を付すもの

とする。 

（概算払） 

第９条 この補助金は、市長が必要と認めた場合には概算払をすることが

できる。補助事業者が、補助金の交付を受けようとするときは、就学前

教育・保育施設整備補助金交付請求書（様式第５号）を市長に提出する

ものとする。 

（状況報告） 

第１０条 補助事業者は、補助対象事業に係る工事に着工したときは、速

やかに市長に報告しなければならない。 

２ 補助事業者は、補助対象事業に係る工事の進捗状況を、市長が求めた

ときは、速やかに市長に報告しなければならない。 

（実績報告） 



第１１条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、就学前教育・

保育施設整備実績報告書（様式第６号）に次の書類を添えて、事業完了

後１ヶ月以内又は当該年度の３月末日のいずれか早い日までに、市長に

提出しなければならない。 

(１) 収支決算書 

(２) 配置図（事業内容を明らかにした図面） 

(３) 工事請負契約書の写し 

(４) 工事完了検査書 

(５) 施設整備内容を確認できる写真 

(６) 領収書の写し 

(７) 工事契約金額報告書（様式第７号） 

(８) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（確定通知） 

第１２条 市長は、前条の実績報告書が提出されたときは、その内容を審

査し、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した

条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、就学前教育・保

育施設整備補助金確定通知書（様式第８号）により、速やかに補助事業

者に通知するものとする。 

（交付の取消し又は補助金の返還） 

第１３条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付

決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一

部を返還させることができる。 

(１) 補助金を目的外に使用したとき。 

(２) この要綱に違反したとき。 

(３) 交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超

える補助金が交付されているとき。 

（その他） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、補助金交付に関し必要な事項は

別に定める。 

附 則 

１ この告示は、令和５年８月２３日から施行し、令和５年４月１日から

適用する。 

２ 大田市保育所等整備補助金交付要綱（平成２９年大田市告示第７９号



）は、廃止する。ただし、同要綱第１３条の規定は、同要綱に基づき交

付した補助金に関しては、なおその効力を有する。 

３ 大田市認定こども園施設整備補助金交付要綱（令和２年大田市告示第

１０２号）は、廃止する。ただし、同要綱第１５条の規定は、同要綱に

基づき交付した補助金に関しては、なおその効力を有する。 

 



様式第１号(第６条関係) 

年  月  日  

 

大田市長          様 

 

 

名称及び代表者氏名             

 

 

 

就学前教育・保育施設整備計画協議書 

 

 

 

下記とおり施設整備を行いたく、関係書類を添付して協議します。 

 

 

 

記 

 

 

 

（フリガナ） 

施  設  名 
 

（フリガナ） 

設 置 主 体 名 
 

予 定 工 期 

着工予定年月日     年   月   日 

完成予定年月日     年   月   日 

開所予定年月日     年   月   日 



様式第２号(第７条関係) 

年  月  日  

 

 

大田市長          様 

 

 

名称及び代表者氏名             

 

 

 

就学前教育・保育施設整備補助金交付申請書 

 

 

大田市就学前教育・保育施設整備補助金交付要綱第７条に基づき、補助金を交付されるよう関係書

類を添えて申請します。 

 

 

記 

 

 

１．補助対象事業名 就学前教育・保育施設整備事業 

 

 

２．整備施設の名称 

 

 

３．補助金交付申請額                   円 

 

 

４．添付書類 

(1) 就学前教育・保育施設整備計画書（様式第３号） 

(2) 見積書（工事実施設計書） 

(3) 位置図・配置図（修理、改造、整備の場合は、既存建物との関係を図面上で明示するこ

と。) 

(4) 申請額算出内訳書 

(5) 収支予算書 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 



様式第３号（第７条関係） 

 

就学前教育・保育施設整備計画書 

 

１．施設の概要 

（１） 市町村名 

（２） 整備施設の名称及び所在地 

（３） 施設種別 

（保育所、保育所分園、幼保連携型認定こども園、幼保連携型認定こども園分園、保育所型認定こ

ども園、保育所型認定こども園分園、幼稚園型認定こども園、幼稚園型認定こども園分園、小規

模保育事業所の別） 

（４） 設置主体及び経営主体 

 

 

（５） 利用定員 

 

 

 

２．施設整備に係る事業内容 

（１） 施設の規模及び構造 

ア 整備事業（解体撤去工事費、仮設施設工事費を除く。） 

（ア）敷地面積 

（イ）敷地の所有関係（自己所有、借地、買収（予定）地の別） 

（ウ）施設整備の区分 

（創設、増築、増改築、改築、大規模修繕等、老朽民間児童福祉施設整備の別） 

（エ）建物の面積  建築面積    ㎡、延面積    ㎡ 

（オ）建物の構造 （    造） 

イ 解体撤去工事（既存施設に係るもの） 

（ア）建物の面積  建築面積    ㎡、延面積    ㎡ 

（イ）建物の構造 （    造） 

（ウ）建築年月日 

（エ）補助金の区分（昭和・平成  年度：国庫・民間・自己資金・その他） 

（オ）処分（取り壊し）年月日 

ウ 仮設施設工事 

（ア）建物の面積  建築面積    ㎡、延面積    ㎡ 

（イ）建物の構造 （    造） 

 

 

現在定員（人） 増加定員（人） 合計（人） 

   



（２） 事業費総額 

ア 主体工事費             円 

イ 工事事務費             円 

ウ 小計（本体工事費）         円 

エ 特殊附帯工事費           円 

オ 解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費 

（解体撤去工事費）         円 

（仮設施設整備工事費）         円 

カ その他の工事費           円 

キ 合     計           円 

 

（３） 施行予定期間 

ア 契約予定年月日 

イ 着工予定年月日 

ウ 竣工予定年月日 

エ 竣工後の事業開始予定年月日 

オ 解体撤去工事関係 

（ア）着工予定年月日 

（イ）完了予定年月日 

カ 仮設施設工事関係 

（ア）工事期間 

（イ）仮設施設の使用期間 

 



様式第４号(第８条関係) 

 

指令第     号  

 

 

申請者           様 

 

 

 

就学前教育・保育施設整備補助金交付決定通知書 

 

 

    年  月  日付で申請のあった補助金の交付について、次のとおり決定したので通知し

ます。 

 

 

 

    年  月  日 

 

 

 

大田市長          印  

 

補助年度 年度 補助対象事業の名称 就学前教育・保育施設整備補助金 

整備施設の名称  

補助対象経費  

補 助 金 額  

交 付 条 件 

 

 



様式第５号(第９条関係) 

 

 

 
就 学 前 教 育 ・ 保 育 施 設 整 備 補 助 金 交 付 請 求 書  

 
 

  年  月  日 
 
 
大田市長        様 
 
 

 

補助事業者名 

 

 

交付決定のあった大田市就学前教育・保育施設整備補助金の支払いを受けたいので、下記のと

おり請求します。 

補助金交付 
決定年月日 

年    月    日 
補助金交付 
決 定 番 号 

  第   号 

補 助 金 の 名 称 就学前教育・保育施設整備補助金 

補 助 金 の 額 
交 付 決 定 額 円 

交 付 確 定 額 円 

今 回 交 付 請 求 額 円 

未 交 付 額 円 

添付書類 

1 補助金振込先の口座番号及び口座名義が分かる書類（通帳の写しなど） 

 

 



様式第６号（第１１条関係） 

年  月  日 

 

 

大田市長        様 

 

 

 

補助事業者名  

 

 

 

就学前教育・保育施設整備実績報告書 

 

 

 

大田市就学前教育・保育施設整備補助金の交付決定のあった就学前教育・保育施設整備が完了したの

で下記のとおり報告します。 

 

１． 実施施設の概要 

（１） 市町村名 

（２） 施設の名称及び所在地 

（３） 施設種別 

（保育所、保育所分園、幼保連携型認定こども園、幼保連携型認定こども園分園、保育所型認定こ

ども園、保育所型認定こども園分園、幼稚園型認定こども園、幼稚園型認定こども園分園、小規

模保育事業所の別） 

（４） 設置主体及び経営主体 

（５） 利用定員 

現在定員（人） 増加定員（人） 合計（人） 

   

 

２． 施設整備に係る事業内容 

（１） 施設の規模及び構造 

ア 整備事業（解体撤去工事費、仮設施設工事費を除く。） 

（ア） 敷地面積 

（イ） 敷地の所有関係（自己所有、借地、買収（予定）地の別） 

（ウ） 施設整備の区分 

（創設、増築、増改築、改築、大規模修繕等、老朽民間児童福祉施設整備の別） 

（エ） 建物の面積  建築面積    ㎡、延面積    ㎡ 

（オ） 建物の構造 （    造） 



イ 解体撤去工事（既存施設に係るもの） 

（ア） 建物の面積  建築面積    ㎡、延面積    ㎡ 

（イ）建物の構造 （    造） 

（ウ）建築年月日 

（エ）補助金の区分（昭和・平成  年度：国庫・民間・自己資金・その他） 

（オ）処分（取り壊し）年月日 

ウ 仮設施設工事 

（ア）建物の面積  建築面積    ㎡、延面積    ㎡ 

（イ）建物の構造 （    造） 

 

（２） 支出済事業費総額 

ア 主体工事費             円 

イ 工事事務費             円 

ウ 小計（本体工事費）         円 

エ 特殊附帯工事費           円 

オ 解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費 

（解体撤去工事費）         円 

（仮設施設整備工事費）       円 

カ その他の工事費           円 

キ 合     計           円 

（注）工事仕様書、支出済工事費費目別内訳書、工事事務費費目別内訳書を添付すること。 

 

（３） 施行期間 

ア 契約年月日 

イ 着工年月日 

ウ 竣工年月日 

エ 竣工後の事業開始年月日 

オ 解体撤去工事関係 

（ア） 着工年月日 

（イ） 完了年月日 

カ 仮設施設工事関係 

（ア） 工事期間 

（イ） 仮設施設の使用期間 

 



様式第７号（第１１条関係） 

 

年  月  日 

 

 

大田市長        殿 

 

 

 

補助事業者名 

 

 

施工業者名 

 

 

 

 

工 事 契 約 金 額 報 告 書 

 

 

 

発注者（委託者）  と請負者（受託者）  は、   建設工事に係る工

事請負契約（設計監理委託契約）を次のとおり締結し施工するとともに、交付

金についてもこれに基づき算定したことを報告する。 

 

 

 

 契約年月日 金額 

   年  月  日 金        円 

   年  月  日 金        円 

   年  月  日 金        円 

   年  月  日 金        円 

   年  月  日 金        円 

 



様式第８号(第１２条関係) 

 

第      号  

 

 

申請者           様 

 

 

 

就学前教育・保育施設整備補助金確定通知書 

 

 

 

    年  月  日付で実績報告のありました補助対象事業については、次のとお

り補助金の額を確定したので通知します。 

 

 

 

    年  月  日 

 

 

 

大田市長          印  

 

補助年度 年度 補助対象事業の名称 
就学前教育・保育施設整備

補助金 

補助金交付決定年月日  

補助金交付決定番号  

整 備 施 設 の 名 称   

補 助 対 象 経 費  

補助金交付決定通知額  

補 助 金交 付確 定 額  

(交付決定通知額)－(交付確定額)  

 


